
令和元年度 松浪地区まちぢから協議会 第１１回 運営委員会 次第 

 

日時 令和２年３月１８日（水） 【中止】           

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止（書面送付）  

 

 

１ 開会 

 

 

２ 議事 

（１）次年度の総会について 

 

 （２）その他 

 

３ 防災対策部会からの進捗報告 

 

４ 自治会長部会からの進捗報告 

 

５ 市民安全部会からの進捗報告 

 

６ 自治会館の管理運営について 

 

７ 松浪コミュニティセンター・子どもの家「なみっこ」の管理運営について 

 

８ 松浪コミカフェ管理運営について 

 

９ 松浪まちぢから協議会ＨＰの現状報告 

 

１０ 会計からの報告 

 

１１ 各団体からの報告・共有 

（１）松浪地区社会福祉協議会 

 

(２) 松浪地区民生委員児童委員協議会 

 

（３）松浪地区老人クラブ連合会 

 

(４) 松浪地区地域包括支援センターさざなみ 

 

(５) 松浪地区体育振興会 

 

(６) 松浪地区スポーツ少年団 

 



(７) 汐見台小学校区青少年育成推進協議会 

 

(８) 緑が浜小学校区青少年育成推進協議会 

 

(９) 松浪小学校区青少年育成推進協議会 

 

(１０) 汐見台小学校ＰＴＡ 

 

(１１) 緑が浜小学校ＰＧＴ 

 

(１２) 松浪小学校ＰＴＡ 

 

(１３) 松浪中学校ＰＴＡ 

 

(１４) 松浪学区子ども会連合会 

 

(１５) 食生活改善推進団体 

 

(１６) 環境指導員 

 

(１７) 浜竹一丁目自治会 

 

(１８) 浜竹二丁目自治会 

 

(１９) 浜竹三丁目自治会 

 

(２０) 浜竹四丁目自治会 

 

(２１) 松浪一丁目自治会 

 

(２２) 松浪二丁目自治会 

 

(２３) 富士見町自治会 

 

(２４) LG富士見町自治会 

 

(２５) 常盤町自治会 

 

(２６) 緑が浜自治会 

 

(２７) 汐見台自治会 

 

(２８) 出口町自治会 



 

(２９) ひばりが丘自治会 

 

(３０) 美住町自治会 

 

（３１）公募委員 

 

１２ まちぢから協議会連絡会 

   行政からの依頼事項等について 

別紙のとおり 

 

１３ スケジュールについて 

総会資料事業計画等資料を参照 

令和２年度定期総会：令和２年５月２０日（水）９時３０分～ 

総会終了後 第１回運営委員会 

※４月は運営委員会を開催しません 

 

１４ 閉会 

 



   令和２年 月  日 

松浪地区まちぢから協議会 

委員 各位 

 

松浪地区まちぢから協議会 

会長  植松 伸擴 

 

 

令和２年度松浪地区まちぢから協議会定期総会の開催について（通知） 

 

春暖の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

さて、松浪地区まちぢから協議会の令和２年度定期総会を次のとおり開催いたしますので、ご多忙の

折恐縮ですが、ご出席くださいますようお願い申し上げます。欠席される委員におかれましては、下欄

の委任状に必要事項をご記入いただき、ご提出をお願い申し上げます。なお、議長以外の委員に委任す

る場合には、委任する委員の氏名のご記入をお願い申し上げます。 

また、令和２年度も引き続き委員となる場合においても、変更の有無に関わらず、別紙の委員届出書

に必要事項をご記入いただき、ご提出をお願い申し上げます。委任状及び委員届出書ともに、５月１３

日（水）までにご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、各自治会及び各種団体の代表の変

更があった場合は、新代表に本通知及び委員届出書の引き継ぎをお願いいたします。また、総会当日は、

新代表の出席をお願いいたします。 

定期総会終了後、引き続き、運営委員会を開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し

上げます。 

  

１ 日 時  令和２年５月２０日（水）午前９時３０分より 

２ 場 所  松浪コミュニティセンター 

３ 議 事  同封の定期総会次第のとおり 

 

 

 

 

― ― ― ― ― ― ― ― ― キ リ ト リ ― ― ― ― ― ― ― ―  

 

委 任 状 

 

令和２年５月２０日開催の「令和２年度松浪地区まちぢから協議会定期総会」の決議等一切の事

項を（議長又は       委員）に委任いたします。 

令和２年  月  日 

住所                    

 

団体名                   

 

                     氏名                    

お問い合わせ先：松浪地区まちぢから協議会 

茅ヶ崎市総務部市民自治推進課 82－1111(代表) 

 

（案） 



令和２年度 松浪地区まちぢから協議会
委員　届出書

ふりがな

お名前

所属団体の名称

役職の名称

ご住所 茅ヶ崎市

1

2

3

提出先：市民自治推進課　地域自治担当
　　　　電　話　0467-82-1111(代表)
　　　　ＦＡＸ　0467-87-8118
　　　　メール　shiminjichi@city.chigasaki.kanagawa.jp

4

※いただきました個人情報については、松浪地区まちぢから協議会に関すること以外には、使用い
たしません。

電話番号

メールアドレス5



 

 

令和２年度 松浪地区まちぢから協議会役員等の体制に関する基礎資料 

 

１．松浪地区まちぢから協議会【令和元年度就任時点】 ※次期改選対象が網かけ 

役職名 人数 氏  名 

会長 １ 植松 伸擴（３期２年目） 

※令和２年度は役員不可 

副会長 ２ 前田 積（２期１年目） 末松 一豊（１期１年目） 

会計 ２ 杉本 誠（１期２年目） 

→次期再任の場合（２期１年目） 

刈間 昌仁（１期１年目） 

書記 ２ 朝岡 通光（２期１年目） 佐々木 睦子（１期１年目） 

監事 ４ 

菊池 紀子（２期２年目） 

→次期再任の場合（３期１年目） 

櫻井 武一（２期２年目） 

→次期再任の場合（３期１年目） 

中井 汎（１期１年目） 辻 俊子（１期１年目） 

※議決区分は、総会 

【松浪地区まちぢから協議会規約抜粋】 

（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は２年とする。ただし、３期までとする。 

２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ

ればならない。 

 

２．松浪地区まちぢから協議会部会関係【令和元年度就任時点】 

役職名 氏 名 議決区分 備考 

市民安全部部会長 白石 壽明（３年目） 運営委員会 ※次期改選または再任 

市民安全部副部会長 野村 純二（４年目） 部会 ※部会による選任 

防災対策部会部会長 渡邊 勇次（１年目） 運営委員会 ※次期改選または再任 

防災対策部会副部会長 高橋 一紀（１年目） 部会 ※部会による選任 

自治会長部会部会長 前田 積 （３年目） 運営委員会 ※次期改選または再任 

松浪コミカフェ委員会委員長 小野江 達人（２年目） 運営委員会 ※次期改選または再任 

松浪コミカフェ委員会副委員長 原屋敷 典子（１年目） 運営委員会 ※次期改選または再任 

松浪自治会館管理運営委員会会計 荒牧 喬平（１年目） 運営委員会 ※次期改選または再任 

【松浪地区まちぢから協議会規約等関係規定の抜粋】 

・松浪地区まちぢから協議会規約 

（部会長及び副部会長の任期） 

第２６条 部会長及び副部会長の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 補欠により選任された部会長及び副部会長の任期は、前任者の残任期間とする。 



３ 部会長及び副部会長は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その

職務を行わなければならない。 

・松浪コミカフェ管理運営委員会規約 

（役員） 

第６条 本会に次の役員を置く。 

(1) 委員長（協議会委員が務める）  １名 

(2) 副委員長（協議会委員が務める） １名 ※規約改定済み（R1.5） 

(3) 会計              １名 

２ 前項第１号及び第２号の役員は、協議会の委員の中から選出し、協議会の運営委員会で承認

を得る。 

３ 前項第３号の役員は、会員の中から選出し、コミカフェ委員会の定例会で承認を得る。 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は１年とする。ただし再任は妨げない。 

 

３．松浪コミュニティセンター管理運営委員会【令和元年度就任時点】 

役職名 氏 名 備考 

委員長（協議会会長兼務） 植松 伸擴（２期２年目） 

→次期再任の場合（３期１年目） 

 

副委員長（館長） 前田 積（２期１年目）  

副委員長（松浪コミカフェ管理

運営委員会委員長兼務） 

小野江 達人（３期２年目） 

→次期再任の場合（４期１年目） 

 

会計（協議会会計兼務） 杉本 誠（１期２年目） 

→次期再任の場合（２期１年目） 

 

常任委員 朝岡 通光（２期１年目）  

常任委員 佐々木 睦子（１期１年目）  

＊議決区分は総会 

＊委員長及び会計は、松浪地区まちぢから協議会会長及び会計が務める。 

 

【松浪地区まちぢから協議会規約等関係規定の抜粋】 

・松浪コミュニティセンター管理運営委員会規約 

（役員） 

第５条 本会に次の役員を置く。 

(1) 委員長（協議会会長が務める）１名 

(2) 副委員長          ２名 

(3) 会計（協議会会計が務める） １名 

(4) 常任委員          ２名 

２ 前項第２号及び第４号の役員は、協議会の委員の中から選出し、協議会の総会で承認を得る。 

（役員の任期） 

第６条 役員の任期は２年とする。ただし再任は妨げない。 

 



バス停位置図 
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画像１ 候補地 
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バス停位置図 

画像１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（スケジュール） 

令和２年３月（予定） 

バス停新設のための歩道工事 

 

令和２年５月（予定） 

バス停の盤面設置工事 

 

令和２年６月（予定） 

バス停の供用開始 

候補地（画像３参照） 

候補地 



 まちぢから協議会連絡会 令和２年３月定例会 

                             令和２年３月１１日（水）開催→中止  

 

「行政からの依頼・説明事項」 

Ｎｏ 課 名 依頼等事項 広報紙掲載 概要等 説明予定 

１ 教育政策課 「茅ヶ崎市教育基本

計画（素案）」パブリ

ックコメントの実施

について 

有（4 /15号） 

無 

茅ヶ崎市教育大綱で

定めた教育の考え方

や本市の教育を取り

巻く様々な分野にお

ける取り組みなどを

踏まえた「茅ヶ崎市

教育基本計画」につ

いて素案を取りまと

めたことからパブリ

ックコメントを実施

することのお知ら

せ。 

市民自治推進課 

課長 

２ 用地管財課 分庁舎コミュニティ

ホールの利用再開に

ついて 

有（3 /15号） 

（4 / 1 号） 

無 

令和２年度に実施す

る分庁舎空調改修工

事に関連したコミュ

ニティホールの予約

再開に関する記事を

広報紙に掲載したも

のの、急遽内容を変

更することのお知ら

せ。 

用地管財課 

課長 

３ 福祉政策課 令和２年度赤十字会

員増強運動への協力

と実施時期について 

有（  /  号） 

無 

例年どおり、５月に

実施を予定していた

赤十字会員増強運動

に関してご協力いた

だきたいことの依頼

とお知らせ。 

福祉政策課 

課長 

４ 行政総務課 令和２年国勢調査の

実施に係る回覧配布

の依頼について 

有（4 /15号） 

（9 / 1 号） 

無 

令和２年１０月１日

を基準日として全国

一斉に国勢調査が実

施されることから、

市内で統計調査員と

して活動していただ

ける方を募集するチ

ラシの回覧依頼。 

行政総務課 

課長 

 



案　件　名 応　募　期　間 担当課

1
茅ヶ崎市教育基本計画
（素案）

令和２年４月２８日（火）から
５月２７日（水）まで

教育政策課

　　　事務担当　市民自治推進課　協働推進担当

　　　電　　　話　８２－１１１１　（内線２４１４・２４１５）

　　　　　　　　　　　　

パブリックコメントの実施を予定している案件について

概　　要

　茅ヶ崎市教育大綱で定めた教育の考え方
や本市の教育を取り巻く様々な分野におけ
る取り組みなどを踏まえ、「教育基本法」
に基づき、地方公共団体における教育の振
興のための施策に関する基本的な計画であ
る茅ヶ崎市教育基本計画を定めるもので
す。

　市民の皆さまから広くご意見等を募集するパブリックコメントについて、現在、実施をしている案件及び実施を
予定している案件についてお知らせいたします。なお、予定している案件は３月１１日現在の予定であり、実際の
実施においては、若干、変更になる可能性がございます。

令和２年３月

まちぢから協議会連絡会 資料１

総務部 市民自治推進課



 

 

 
３月１５日号広報紙掲載内容 

市役所分庁舎コミュニティホール ３月 21 日（土）から予約を再開 

 分庁舎空調設備リニューアル工事の日程決定に伴い、次の期間から、公共施設予約サービスで 5 階 A・B・C 会議室、6 階コミュニティホール

集会室 1・2 の予約と抽選申し込みを再開します。 

 

場所 工事前 利用停止期間 

（工事期間） 

工事後 

使用日 予約 使用日 抽選申し込み 

5 階 

A・B 会議室 

4 月 1 日（水）～ 

5 月 8 日（金） 

※空調は使用 

できません 

3 月 21 日（土）～ ① 5 月 9 日（土）～ 

7 月 31 日（金） 

② 9 月 19 日（土）～ 

11 月 15 日（日） 

※②は隣接する部屋の工事のため 

① 8 月 1 日（土）～ 

9 月 18 日（金） 

② 11 月 16 日（月）～ 

11 月 30 日（月） 

③ 12 月 1 日（火）～ 

① 4 月 1 日（水）～ 

 

② 7 月 1 日（水）～ 

 

③ 8 月 1 日（土）～ 

5 階 

C 会議室 

貸出なし 受付なし 4 月 1 日（水）～ 

7 月 31 日（金） 

8 月 1 日（土）～ 

 

※6 階集会室の控室用と会議室用 

とで申し込み期間が異なります。 

別途お問い合わせください。 

6 階 

集会室 1・2 

4 月 1 日（水）～ 

5 月 15 日（金） 

3 月 21 日（土）～ 5 月 16 日（土）～ 

9 月 30 日（水） 

10 月 1 日（木）～ 6 月 1 日（月）～ 

※予約と抽選申し込みには、用地管財課窓口にて事前登録が必要です。 

※市内団体と市外団体とでは申し込み開始時期が異なります。公共施設予約システムの詳細は市 HP「申込方法について」をご覧ください。 

※工事の進捗状況により、急きょ利用を停止する場合があります。 

令和２年３月 

まちぢから協議会連絡会 資料２－１ 

財務部 用地管財課 

掲載内容は、新型コロナウイルスの影響を

受ける前のものであり、現時点での状況と

異なります。（資料２－２参照） 



 

4 月１日号広報紙掲載内容 

 

市役所分庁舎コミュニティホール 4 月以降当面の期間閉館 

 3 月 15 日号の広報紙で、コミュニティホール予約再開に関する記事を掲載しましたが、新型コロナウイルス感染の蔓延防止のため、4 月以降

のコミュニティホール（5 階 A・B・C 会議室、6 階集会室 1・2）を当面の期間閉館します。開館再開時期については、決定次第、市 HP や市公

式 SNS 等でお知らせします。 

 ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。 

 

場所 工事前 利用停止期間 

（工事期間） 

工事後 

使用日 予約 使用日 抽選申し込み 

5 階 

A・B 会議室 

4 月 1 日（水）～ 

5 月 8 日（金） 

※空調は使用 

できません 

3 月 21 日（土）～ ③ 5 月 9 日（土）～ 

7 月 31 日（金） 

④ 9 月 19 日（土）～ 

11 月 15 日（日） 

※②は隣接する部屋の工事のため 

④ 8 月 1 日（土）～ 

9 月 18 日（金） 

⑤ 11 月 16 日（月）～ 

11 月 30 日（月） 

⑥ 12 月 1 日（火）～ 

④ 4 月 1 日（水）～ 

 

⑤ 7 月 1 日（水）～ 

 

⑥ 8 月 1 日（土）～ 

5 階 

C 会議室 

貸出なし 受付なし 4 月 1 日（水）～ 

7 月 31 日（金） 

8 月 1 日（土）～ 

 

※6 階集会室の控室用と会議室用 

とで申し込み期間が異なります。 

別途お問い合わせください。 

6 階 

集会室 1・2 

4 月 1 日（水）～ 

5 月 15 日（金） 

3 月 21 日（土）～ 5 月 16 日（土）～ 

9 月 30 日（水） 

10 月 1 日（木）～ 6 月 1 日（月）～ 

 

当面の期間閉館します 

※開館再開時期は未定です 

令和２年３月 

まちぢから協議会連絡会 資料２－２ 

財務部 用地管財課 



 



 

 

 

令和２年３月〇〇日  

 

○○自治会長 様 

 

日本赤十字社神奈川県支部  

茅ヶ崎市地区長 佐藤 光  

（ 公 印 省 略 ） 

 

  

令和２年度赤十字会員増強運動へのご協力のお願いと実施時期の延期について 

 

 日頃より、赤十字事業につきまして、格段のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げま

す。 

 また、元年度の赤十字会員増強運動（事業資金の募集運動）の実施に際しましては、多

大なご尽力を賜り、誠にありがとうございました。 

 さて、５月は赤十字会員増強運動月間となっており、例年この時期に本運動のご協力を

お願いしております。令和２年度におきましても、引き続きご協力をお願いするものです

が、新型コロナウイルス感染症の様々な影響を考慮し、本市地区内での赤十字会員増強運

動の実施並びに資材配付を当面延期することといたしました。今後の実施時期につきまし

ては、新型コロナウイルス感染症の発生状況を見極め、改めてご案内をいたしますので、

ご承知おきいただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、延期後すみやかに本運動へのご協力をいただくため、準備事務を進めさせていた

だきたく、配付する資料・資材の数量確認をさせていただきます。 

次頁の「３資料・資材の配付予定内訳」について、お手数ですがご確認のほどお願いい

たします。 

資材等の数量に変更がある場合は恐れ入りますが、４月１７日（金）までに次頁の事務

担当まで、お電話にてお知らせくださいますようお願い申し上げます。 

 また、自治会長様に変更があった場合は、誠にお手数をお掛けいたしますが、本通知に

つきまして、新しい自治会長様に引き継いでくださいますようお願い申し上げます。 

 

１ 赤十字会員増強運動の実施期間   ※例年は５月１日～５月３１日 ⇒ 当面延期 

 

２ 自治会長宅への訪問・資材配布期間 ※例年は４月中旬       ⇒ 当面延期 

 

令和２年３月 

まちぢから協議会連絡会 資料３-１ 

福祉部 福祉政策課 

 



 

 

３ 資料・資材の配付予定内訳 ※内訳には元年度に送付した数量を記載しています。 

資料、資材 数量 備考 

実施要領 1枚  

パンフレット 1枚  

委嘱状 1枚  

チラシ ○枚  

受領証 ○冊 1冊 10枚綴り 

門標 ○個 希望者にお渡しください。 

ポスター ○枚  

   

 

※お問い合わせ、ご要望等につきましては事務担当までお願い申し上げます。 

 

事務担当 茅ヶ崎市福祉部福祉政策課  

福祉政策担当    

                                     電  話 82-1111（代）内線 3221-3 



日本赤十字社　神奈川県支部作成資料
「あなたの「救いたい」思いを赤十字に」から抜粋

令和２年３月
まちぢから協議会連絡会　資料３－２

福祉部　福祉政策課
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令和２年国勢調査の概要

国勢調査は、統計法（平成19年法律第53号）に定める基幹統計調査として、同法第５条第２項の
規定に基づき実施する人及び世帯に関する全数調査です。
結果については、衆議院議員の小選挙区の改定基準、市町村議会の議員定数の決定、地方交付税の

算定基準等の他、国及び地方公共団体の各種行政施策、将来人口推計の基礎資料等、各方面に利用さ
れています。
大正９年（1920年）第１回調査以来、国の最も基本的で重要な統計調査として５年ごとに実施さ

れており、令和２年（2020年）に実施する調査はその21回目にあたり、実施100年の節目を迎え
ます。

Ⅰ 調査について

■ 調査期日 令和2年10月１日（木） 午前零時現在

■ 調査対象 令和２年10月1日現在、我が国に常住するすべての人

（参考）

■ 調査項目 男女の別、出生の年月、就業状態、所属の事業所の名称及び事業の種類、
世帯員の数、住居の種類等１９項目

■ 調査の流れ

Ⅱ 調査の概要

8月中 8月下旬～9月30日 10月1日～10月中旬 10月中旬～

茅ヶ崎市 人口 世帯

平成27年10月1日 239,348 97,951

令和 ２年 ２月1日 241,886 103,052

令和 ２年10月１日（推計） 242,643 103,914

調
査
書
類
の
配
布

調
査
区
を
確
認

インターネット回答

郵送回収

調査員回収

提
出

書
類
の
整
理

調
査
員
事
務
説
明
会

未
提
出
世
帯
へ
の
督

促
等

※ インターネット回答については、前回より導入され、回答率は全国平均３６．９％（茅ヶ崎市は
４６％）でした。

※ 総務省では、調査で取り扱う紙の減量等のほか、インターネット回答した世帯には調査員が戸別訪
問の必要がなくなり、高齢化が進む調査員の負担軽減が図られること、回答者の利便性の向上やプ
ライバシー意識の高まりへの配慮に寄与するものとして、引き続きインターネット回答を推進する
こととしています。（総務省の目標 ５０％）

審
査
（
市
・
県
）

1

提
出

令和２年３月
まちぢから協議会連絡会 資料４－１

総務部 行政総務課



令和２年国勢調査

【お問い合わせ】

行政総務課 統計担当（市役所本庁舎 ５階）

電話 ０４６７－８２－１１１１（代）

・ ２０歳以上の健康な方
・ 調査で知り得たことの秘密が守れる方
・ 警察、選挙に直接従事していない方
・ 暴力団員、その他の反社会的勢力と関係のない方

調
査
員
募
集

本年１０月１日を基準日として全国一斉
に『国勢調査』が実施されます。
茅ヶ崎市では、市内で統計調査員として
活動していただける方を募集しています。

皆さまのご応募をお待ちしております。

・活動期間：８月上旬～１０月下旬

注）＊概ね４０世帯から７０世帯を「１調査区」と区割りしています。
＊報酬の支払いは令和３年１月予定です。

申込方法

「登録申込書」に必要事項をご記入の上、ご本人が直接行政総務
課（市役所本庁舎５階）までご持参してください。
「登録申込書」は市役所及び各公共施設にて配架しています。配
架先の詳細は市ホームページをご覧ください。また、「登録申込
書」は市ホームページから印刷することができます。

申込期間

回覧用

令和２年３月１６日（月）～５月２９日（金）

次の日時を除き、土日祝日は受け付けいたしません。
４月：１１日（土）、２５日（土）
いずれも午前９時から午前１２時 本庁舎１階 市民ふれあいプラザ

活動内容

・主な内容：①説明会出席（１回）
②各世帯に調査の説明
③「調査書類」の配布・回収・提出

・報酬金額：約７０，０００円
（２調査区担当した場合の平均的な金額）

申込要件

市ＨＰ掲載先

午前９時～午後５時まで

令和２年３月
まちぢから協議会連絡会 資料４－２

総務部 行政総務課
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